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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を、平成 24 年 6 月 27 日開

催予定の第 64 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

１． 定款変更の目的 

（１）登記上の商号「ティーオーエー株式会社」を「ＴＯＡ株式会社」に統一するた

め、現行定款第 1条（商号）を変更するものです。 

（２） 今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2条（目的）につきまし

て、事業目的を追加するものです。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりです。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 24 年 6 月 27 日（水） 

定款変更の効力発生日   平成 24 年 6 月 27 日（水） 

 

 

以 上 

 



【別紙】 

    （下線部は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１章 総則 

 

(商号) 

第１条 

当会社は、ＴＯＡ株式会社と称し、登

記上は、ティーオーエー株式会社と表

示する。 

英文ではＴＯＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩ

ＯＮとする。 

 

(目的) 

第２条 

当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１. 拡声放送機器、通信機器、その他

情報伝達機械器具の製造ならびに

販売。 

２. 音響機器、映像機器、その他電子・

電気機械器具の製造ならびに販

売。 

３. 前各号に関する機器の賃貸ならび

に工事の設計および施工。 

(新 設) 

 

(新 設) 

 

(新 設) 

４. 不動産の賃貸および管理。 

５. ホール・スタジオの賃貸および経

営ならびに音楽等のイベント・催

し物の企画および運営。 

６. 前各号の付帯または関連する一切

の事業。 

第１章 総則 

 

(商号) 

第１条 

当会社は、ＴＯＡ株式会社と称し、英

文ではＴＯＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯ

Ｎとする。 

 

 

 

(目的) 

第２条 

当会社は、次の事業を営むことを目的

とする。 

１. 拡声放送機器、通信機器、その他

情報伝達機械器具の製造ならびに

販売。 

２. 音響機器、映像機器、その他電子・

電気機械器具の製造ならびに販

売。 

３. 前各号に関する機器の賃貸ならび

に工事の設計および施工。 

４. 音響・映像に関するソフトウェア

の企画・制作ならびに販売。 

５. 電気通信を利用した各種サービス

の提供。 

６. 電気通信事業。 

７. 不動産の賃貸および管理。 

８. ホール・スタジオの賃貸および経

営ならびに音楽等のイベント・催

し物の企画および運営。 

９. 前各号の付帯または関連する一切

の事業。 

 

以 上 


